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羅

緑

葉

蘭

銀

行

の
職

能

出

庫

口

有

井

治

英
蘭
銀
行
の
創
立
さ
れ
だ

の
は

一
六
九
四
年
で
あ
っ
て
、
其

の
地
位
が
大
罷
確
立
せ
る
は

「
七
〇
八
年
に
於
て
ド
あ
る
。
有

名
な

男
①Φ一
條
令
は

一
八
四
四
年
に
通
過
し
九
。
其
際
、
所
謂

通
貨
主
義
と
銀
行
主
義
と
の
間
に
激
し
き
論
争
が
行
は
れ
、
途

に
前
者
が
採
用
さ
れ
た
。
か
く
て
通
貨
の
統
制
は
自
働
的
と
な

り
、
畿
行
部

と
銀
行
部

と
は
嘔
分
せ
ら
れ
、
毎
週
報
告
を
出
す

こ
と

」
な

っ
て
今
日
に
及
ん
で
み
る
。
此
間
、
銀
行
の
組
織
に

就
て
も
、
数
次
の
非
常
緊
急
の
場
合
を
除
け
ば
、
殆
ど
根
本
的

な
攣
化
は
見
ら
れ
な
い
。

今
、

「
八
四
四
年

と

一
九

二
九
年
に
於
け
る
英
図
の
通
貨
歌

の

態

の
磯
展
を

}
啓

す
る
に

、
冒
。
国
①
p
富

民

の
計
算

に
よ

れ
ば

、

難
}

錘

英
蘭
銀
行

の
幽職
能

}
八
四
四
年
の
金
貨
は
五
i
六
千
萬
膀
居
り
し
も
の
が
、
近
時

に
於
て
は

一
億

三
-
五
千
萬
膀
と
な

っ
て
み
る
。
前
年
に
於
て

は
銀
行
券
の
實
際
流
通
量
は
三
千
萬
膀
以
下
に
し
て
金
貨
の
流

通
量
は
約
四
千
萬
膀
で
あ
り
、
合
計
約
七
千
萬
膀
の
通
貨

が
流

通
界
と
英
蘭
銀
行
以
外
の
銀
行
準
備
金
と
な
っ
て
存
在
し
て
み

た
の
で
あ
る
が
、
.現
時
に
於
て
は
約
三
億
五
千
萬
膀
帥
ち
約
五

倍
と
な
っ
て
み
る
。
又
銀
行
預
金
は

一
八
四
四
年
に
於
て
約

二

意

一
F

一
ξ
寄
磨
㌧由
り
し
も
D
.ド
、
現
寺

こ
冷
で
ま
イ
ン
ゲ

グ

ー

一
=

噛
酬-
闇'
4
.7
1
1

(

7

】J
nr
l
方
響
並

」'

ン
ド
と
ウ

エ
ー

ル
ズ
の
合
計
で
も
約

二
〇

億

膀
と
な
っ
て
み

る
。
從
っ
て

}
八
四
四
年
に
於
け
る
金
貨
の
實
際
流
通
額
を
暫

く
無
視
す
る
な
ら
ば
、
金
貨
以
外
の
通
貨
は
二
億

三
千
寓
膀
か

ら
二
三
億
六
千
萬
膀
即
ち
約
十
倍
に
増
加
し
た
課
で
あ
る
。
之

に
射
し
て
英
国
に
於
け
る
金
保
有
量
は
約

二
倍
半
の
塘
加
を
示

し
て
み
る
に
過
ぎ
な

い
。

右
の
如
き
金
融
界
の
情
勢
に
謝
し
て
英
蘭
銀
行
は
、
現
在
如

何
な
る
職
能
を
螢
み
つ

・
あ
る
か
。
習
慣
と
傳
統
の
強
く
支
配

す
る
英
國
の
制
度

に
就
て
は
、
法
規
の
形
式
よ
り
も
實
質
的
内

容
を
見
る
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
。
此
の
勲
に
關
し

ロ
ウ
ト

ン
氏

第
三
十
巻

六
七
九
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號
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纏
論
鍮
拍

英
臨
銀
行
の
職
晶

感
葵
蘭
銀
行
O
現
時
に
於
け

る
職
能
を
、
(
一
)
普
通
銀
行
と
し

て
、

(二
)
準
國
家
銀
行
と
し
て
、
.(
三
)
中
央
銀
行
と
し
て
の
三

親
黙
よ
り
説
明
を
加

へ
て
る
る
。
以
下
氏
の
所
論
の
大
要
を
紹

介
す
る
。・

二

普
通
銀
行
ご
し
て
の
職
能

十
九
世
紀
の
中
頃
に
及
ん
で
英
蘭
錯
行
は
.
其
の
経
管
方
針

を
し
て
金
融
業
者

「
般
と
異

る
所

な

か

ら

し
め
た
の
で
あ
る

が
、
實
際
忙

は
共

の
特
別
責
任
に
基
き
他
銀
行
よ
り
以
上
の
準

備
盒
を
保
有
も
て
る

た
。
例

へ
ば

「
八
四
四
年
の
銀
行
特
許
法

㊥
p鼻

Ω
蚤
『け曾

〉
。
C

に
よ
の
必
要
と
せ
ら
れ
た
る
週
報
を
、

新
形
式
0
許
に
最
近
出
版

せ
ら
れ
た
る
も

の
を
見
る
に
、
民
間

預
金

㊥
暮
暮
⑦
U
ゆB
ω芽
)
勘
定
は
次
の
如
き
数
字
を
示
し
て
み

る
。
此
の
事
は
當
時
英
蘭
銀
行
が
普
通
銀
行
業
務
を
第

一
次
的

の
も
の
と
せ
ざ
る
迄
も
、
如
何
に
重
視
し
て
み
た
か
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

民
間
預
金
勘
定一

.、

.

(硝
)

鐡

道

三
Q
.O
O
O

叢
雲
二
十
巻

山八
八
()

第
四
號

一
一
・八

倫
敦
諸
銀
行

九
山ハ
三
、
○
O
O

苦
爪m
甲
皮
A冒
趾皿

山ハ
コ
一上ハ
、
○
O
O

愛
蘭
銀
行
、
王
立
蘇
蘭
銀
行
、
其
他

一
七
五
、○
O
Q

雑
預
金

五
、
六
=
=

、
0
0
「O

支
店
預
金
勘
定

一
、
二
〇
九
、
○
O
O

右

の
如
き

普
通

銀
行
と
し

て
の
職

能

が
相
封

的

重
要
性

に

於

て
著
し
く
減
退
せ
る
事
は
推
知
出
来
る
が
、
其
程
度
の
如
何
な

る
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
べ
き
統
計
は
不
幸
に
も
出
版
擦
れ
て

み
な

い
。
更
に

}
九

二
八
年
の
通
貨
及
び
銀
行
像
法

(O
目
『①コ
q

§
島
野

昇

2
0
δ

》
oこ

に
よ
っ
て
英
蘭
銀
行
週
報
は
、
其
他

の
預
金
勘
定

(O
チ
Φ
『
U
。B
。・亘

を

、
銀
得
預
金

曾
葺
冨
易
、

U
Φ宕
・・曲目

及
び
雑
預
金

(9
『
財

>
8
0
茸
房
)
.の

二
つ
に
睡
分

し
た
た
め
、
雑
預
金
勘
定
の
正
確
な
構
成
を
知
る
事
が
困
難
と

な
り

、

}
暦
明
確
を
期
し
難

い
も
の
と
な
っ
た
。
週
報
改

正
後

の
十

二
箇
月
に
就
て
見
る
に
、
雑
預
金
勘
定
は
最
低
三
千
六
百

萬
膀

か
ら
最
高
三
千
八
百
萬
榜
の
限
界
内
に
止
る
に
反
し
、
銀

行
預
金
勘
定
に
於
て
は
最
低
五
千
八
百
萬
膀
、
最
高
七
千
萬
榜

へ

へ

を
示
し
て
み
る
。
若
し
よ
り
正
確
な
比
較
を
必
要

と
す
る
場
合

は
、
此
雑
預
金
の
各
月
攣
動
李
均
を
手
形
交
換
銀
行

(Ω
窪
}

釣

3)

(TheAccounts,JQuma1,Vol.XLVII.

C.L.Lawton;TheBan'lcofEnglaz】d_ltsOrivinandPresent・dqyFunctions.

No.561・ 一一一Jaτ .193。.)



罷
磐
ε

の
夫
れ
と
比
較
す
れ
ば
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
蕪

に

は
唯
だ
雑
預
金
は
攣
幅
の
狭

い
も
の
で
あ
り
、
且
重
要
部
分
を

占
む
る
も
の
で
な
い
事
を
示
す
に
止
の

る
。

三

準
国
家
銀
行
こ
し
て
の
職
能

英
蘭
銀
行
は
固
よ
り
國
家
銀
行

(。。
景
①
閑
p同齢
)
で
は
な
く
、

文
園
家
銀
行
と
し
て
の
特
徴
を
有
す
る
も
の
で
も
な

い
け
れ
ど

も
V
英
蘭
銀
行
の
職
能

の
内
に
は
、
國
家
銀
行
が
存
す
と
せ
ぱ

執
行
す
べ
き
職
能
を
含
ん
で
み
る
。
英
蘭
銀
行
は
内
國
各
省
の

預
金
を
託
さ
れ
、
所
謂
公
金
預
金
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

か

》
る
公
金
預
金
の
堪
減
を
見
る
の
は
興
味
あ
る
事
で
あ
る

が
、
取
引
数
か
ら
推
察
す
る
程
大
き
く
は
な
い
。
鄙
ち

一
九

二

八
年

一
月
初
よ
り
同
十
月
末
迄
に
就
て
見
れ
ば
、
公
金
預
金
は

八

二
五
萬
膀
を
最
低
と
し
二
、
四
五
〇
萬
膀
を
最
高
と
し
て
み

る
。

一
見
可
な
り
の
攣
動
と
見
え
る
け
れ
ど
も

、
六
月

一
日
及

び
十
二
月

一
日
に
五
千
萬
膀
の
戦
時
公
債
利
子
を
支
撹

へ
る
に

比
す
れ
ば
大
な
る
も
の
で
は
な
い
。
公
金
預
金
調
節
の
主
な
る

方
法
は
毎
週
の
大
藏
省
證
券
の
獲
行
を
調
節
す
る
所
に
あ
る
。

雑

錐

一央
蝋画
銀
行
の
}職
能

邸
ち
租
税
の
徴
牧
に
因
り
公
.金
預
金
の
堆
加
せ
み
時
は
兵
機
行

を
減
少
せ
し
め
、
多
額
の
支
彿
に
際
し
て
は
培
加
せ
し
め
る
の

で
あ
る
。

蕪
に
考
察
す
べ
き
問
題
は
國
家
銀
行
と
中
央
銀
行
と
の
匠
別

で
あ
る
。
法
學
的
に
見
る
時
は
、
紙
幣
の
震
行
は
主
構

の

}
部

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
職
能
を
螢
む
も
の
は
国
家
銀

行
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
が
,
紙
幣
叢
行
の
統
制
は
中
央
銀
行

の
重
要
任
務
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
中
央
銀
行
は
、
如
何

に
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
も
紙
幣
壷
行
統
制
権
を
附
與

さ
る

・
に
非
れ
ば
、
其

の
統
制
範
園
は
狭
小
な
も
.の
に
過
ぎ
な

い
。
此
意
味

に
於
て
は
英
蘭
銀
行
に
は
国
家
銀
行
た
る
性
質
の

猷
く
る
所
が
多
い
。
加
之
「
政
府
の
.贅
本
よ
り
構
成
さ
れ
て
ゐ

み̀
の
で
も
な
く
主
管
大
見
が
當
然
其
局
に
當
る
の
で
も
な
い
。

乍
併
、

一
九

二
八
年
の
通
貨
及
び
銀
行
券
法
は
英
蘭
銀
行
と
大

蔵
省
と
の
關
係
を
大
藏
省
證
券
の
嚢
行
に
就
て

一
層
緊
密
な
ら

.

し
め
て
み
る
様
で
あ
る
。
同
法

に
曰
く
、

銀
行

ハ
保
護
機
行
限
度

ヲ
ニ
億
六
千
萬
膀
ヲ
超
過
ス
ル
或

一
定
額

昌
増
加

ス
ル
ノ
機
宜
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
大
藏
省

昌
稟
申

ス

第

三
十
巻

六
八

一

第
四
競
}

一
一
九



雑

錐

英
蘭
銀
行

の
職
能

.ル
時

ハ
大
蔵
省

ハ
銀
行

昌
野

シ
該

一
定
額
ヲ
起

工
ザ
ル

一
定
額
迄
銀

」
行
券
ノ
蟹
行
ヲ
許
可
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
。
但

シ
六
箇
月

ヲ
超

ヘ
ザ

ル
大

蔵
省
ノ
適
當
卜
認
ム
ル
期
間
内

昌
限

ル
。
(
第
八
像
ノ

一
)

大
蔵
省

ハ
何
時

昌
テ
モ
銀
行
ノ
申
請

昌
ヨ
リ
大
蔵
省
ノ
定
ム
ル
期

間
ヲ
限
り
銀
行

ト
協
議
ノ
上
筵
メ
ダ
ル
金
額
淘
保
護
蟹
行
限
度
ノ
引

下
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
。
(
第

二
條

ノ
ニ
)

四

中
央
銀
行
こ
し
て
の
職
能

中
央
銀
行
と
し
て
の
英
蘭
銀
行
の
職
能
は
、
(
イ
)
他
銀
行
の

準
備
金
の
保
管
、
(
ロ
)
信
用
の
統
制
、
(
ハ
)
他
国
中
央
銀
行
所

有
地
金
の
保
藏
、
(
二
)
他
國
中
央
銀
行
と
の
協
働
の
囲
者
に
別

つ
こ
と
が
出
來

る
。

(
イ
)

他
銀
行
の
準
備
金
の
保
管
作
用

英
蘭
銀
行
は
其
の
許
興
せ
ら
れ
た
る
独
占
的
特
許
に
因
り
、

倫
敦
諸
銀
行
に
射
し
て
断
然
優
越
の
地
位
を
青

む

る

に

至
っ

た
。
從

っ
て
諸
銀
行
は
其

の
支
擁
準
備
金
を
英
蘭
銀
行

に
預
託

す
る
を
以
.て
賢
明
の
策
と
す
る
こ
と

》
な

っ
た
。
か
く
て
倫
敦

手
形
交
換
加
盟
行

(穿
Φ
冒

巳
8

Ω
①豊
轟

守
勢

巴

は
日
々

の
交
換
尻
決
済
手
段
と
し
て
も
、
英
蘭
銀
行
預
金
を
活
用
し
て

第
三
十
巷

六
八
二

第
四
號

=
δ

み
る
。

此
の
如
き
軍

「
準
備
制
度
に
關
し
て
は

反
封
論
が
あ
る
。
例

イ

ン

コ
モフ

ン
ド

へ
ば

ゆ
国頭
序
9

の
如
き
は
、
か
く
て
は

英

蘭

が
支
彿
を
な

し
能

.寧

否
や
は
實
に

一
株
式
會
耽
社
長
の
頭
騒
に
存
す
る
事

と
な
る
と
し
、
複
数
準
備
制
度
を
力
説
し
τ
居
る
。
勿
論
共
の

憂
ひ
は
あ
る
が
、
此
制
度
の

一
大
特
徴
は
比
類
な
き
伸
縮
性
を

有
す
る
鮎
に
あ
る
。
加
之
、
数
多
の
溺
立
且
競
争
的
組
織
の
許

に
於
て
は
不
可
能
な
り
と
す
る

・
政
策
の
軍

嘲
的
指
導
を
可
能

な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
之
は
米
國
が

一
九

=
二
年
の
聯
邦

準
備
法
に
於
て
、
聯
邦
準
備
局
を
設
置
し
、
…従
来

の
分
散
的
組

織
に
射
し
、
統

「
的
統
制
方
策
を
採
用
せ
る
事
實

が
明
に
示
す

所
で
あ
る
。
軍

「
準
備
制
度
の
眞
償
は
、
そ
れ
が
信
用
数
量
と

直
接
の
比
例
を
保

つ
所
に
存
す
る
と
云
ふ
も
敢
て
過
言
で
は
な

か
ら
う
。
反
掛
者
の
意
見
は
紙
幣
を
以
て
主
要
な

る
流
通
手
段

と
な
す
國
に
就
て
は
、
尚
ほ
大
い
に
考
究
す
べ
き
飴
地
が
あ
る

と
思
ふ
。

(
ロ
)

信
用
の
統
制
作
用

英
蘭
銀
行
の
信
用
統
制
作
用
は
、
先
づ
其
の
金
利
政
策
に
よ

噛



つ
て
實
行
さ
れ
る
、
即
ち
割
引
率
を
引
上
ぐ
る
事
に
よ
っ
て
金

融
界
を
緊
縮
し
、
其
の
引
下
ぴ
に
よ
っ
て
信
用
の
膨
脹
を
企
捌

す
る
こ
と
は
周
知
の
事
實
で
あ
る
。
第

二
の
信
用
統
制
方
策
は
、

倫
敦
金
融
市
場
に
存
す
る
資
金
の
誘
導

に
存
す
る
、
所
謂
市
場

政
策
之
で
あ
る
。
例

へ
ば
昨
夏
の
財
界
に
は
五

・
五
%
の
金
利

は
引
上
傾
向
あ
り
と
せ
ら
れ
た
る
際

、
英
蘭
銀
行
は
多
額
の
大

蔵
省
證
券
を
手
持
ち
と
な
し
、
爲
に
金
融
資
金
の
放
資
口
を
挾

寒
し
、
却
て
金
利
を
引
下
げ
た
る
如
き
此
の
著
し
き
も
の
で
あ

Ψね

。右
二
つ
の
信

用
統
制
作
用
は
卒
時
に
於
て
實
施
さ
る

・
所
で

あ
る
。
前
述
せ
る

}
九

二
八
年
通
貨
及
び
銀
行
雰
法
第

二
條
及

び
第
八
條
に
よ
り
、
大
瓶
省
の
許
可
を
得
で
保
護
稜
行
額
を
憂

化
せ
し
め

.
通
貨
從
っ
て
信
用
を
統
制
す
る
圃
家
的
方
策
は
非

常
緊
急
時
に
際
し
て
行
は
る

・
も
の
で
あ
る
。

街
此
作
用
に
關
達
し
て
、
英
蘭
銀
行
の
欧
洲
大
戦
後
に
於
け

る
方
策

が
、
正
貨
.準
備
率
よ
り
も
物
債
の
安
定
を
目
的
と
せ
る

事
が
推
知
さ
れ
る
、
帥

ち
割
引
率
の
攣
動
少
か
り
し

一
九

二
八

年
に
於
て
正
貨
準
備
は

}
月
四
日
に
は
最
低
の
一
=
一%
、
五
月

雑

録

英
蘭
銀
行
の
職
能

珊
日
に
は
最
高
の
五
五
%
を
示
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

(
ハ
)

他
國
中
央
銀
行
所
有
地
金
の
保
藏
作
用

此
の
作
用
は
現
在
よ
り
も
寧
ろ
將
來
に
於
て
重
要
視
さ
る
べ

き
職
能
で
、
英
蘭
銀
行
と
南
阿
聯
邦
準
備
銀
行
と
の
協
約
は
そ

の
適
例
で
あ
る
。
南
阿
聯
邦
準
備
銀
行
は
、
其
の
正
貨
準
備
の
、

四
分
の

「
は
大
賊
省
の
承
認
を
経
、
聯
邦
以
外
の
地
に
於
て
準

備
銀
行
が
保
管
し
又
は
他
銀
行

へ
預
託
し
、
準
備
勘
定

と
し
て

イ
ヤ
ー

マ
ー
ク
す
る
を
得
る
こ
と

・
な
っ
て
み
る
。
其

の
預
託

論
義
壕
ノ、
7Ω
D
Ψハ
憲
.暫
摂
州T
」
∴
点
つ
こ
八
二e
も
りΩ
り

♪
,至

:
'
(
ズ
ゴ
ノ雇
蛋
看

-
フ
♂
ナ
(
り
と

'

瑞
典
の

O
騨加里

教
授
の
説
く
所
に
よ
れ
ば
、
近
き
將
來
に

於
て
著
大
な
る
地
金
の
世
界
的
缺
乏
が
起
る
さ
う
で
あ
る
が
、

若
し
此
意
見
を
正
當
な
り
と
す
れ
ば
地
金
は
益

々
國
際
的
銀
行

へ
集
中
せ
ら
る

、
に
至
り
、
か

・
る
保
瓶
作
用
は
愈
々
重
要
性

を
堆
し
て
来
る
だ
ら
う
。

(
二
)

他
國
中
央
銀
行
と
の
協
働
作

用

現
時
の
信
用
取
引
は
輩
に
園
内
取
引
に
止
ら
す
国
際
的
性
質

を
有
す

る
。

一
國
中
央
銀
行
が
其
猫
自
の
政
策
を
固
執
す
る
時

は
他
の
金
融
中
心
の
安
定
性
を
障
碍
す
る
こ
と
著
大
な
る
も
の

第
三
十
燈

山ハ
八
三

第
四
號

一
二
一



雑

鍮

月
賦
信
用
の
特
質

が
あ
る
。
從

っ
て
協
働
作
用
の
必
要
は
何
人
も
之
を
認
め
る
所

で
み
っ
て
贅
言
を
要
せ
ぬ
。
最
近
に
於
け
る
佛
蘭
西
銀
行
及
び

猫
逸
帝
国

銀
行
の
態
度
に
就
て
見

る
に
、
協
働
な
き
政
策
的
行

爲

が
如
何
に
重
大
な
る
結
果
を
齎
す
や
は
忍
車
ば
に
過
ぐ
る
も

の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
反
之
、
英
蘭
銀
行
が
紐
育
の
恐
慌
に
際

し
て
其
割
引
率
を
引
下
げ
た
る
が
如
き
は
、
常
事
者
が
如
何
に

協
働
作
用
を
重
視
し
且
之
に
忠
實
な
る
や
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

五

結

目

以
上
要
す
る
に
、
英
蘭
銀
行
の
普
通
銀
行
と
し
て
の
職
能
は

漸
次
寧
ろ
衰
微
し
、
国
家
銀
行
と
し
て
の
職
能
は
愈
々
重
要
味

を

加

へ
殊
に
欧
洲
大
戦
に
基
く
國
家
的
政
策
の
途
行
は
、
途
に

一
昨

一
九

二
八
年
に
至
り
通
貨
及
び
銀
行
券
法
に
明
記
せ
ら
る

・
に
至
っ
た
。
其
の
中
央
銀
行
と
し
て
の
職
能
に
於
て
は
、
其

の
歴
史
と
共
に
古
く
且
つ
著
明
で
あ
っ
て
、
他
國
中
央
銀
行
の

模
範
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
が
、
當
局
者
の
自
畳

と
先
見

に
よ

っ
て
金
々
翼
浸
せ
ん
と
し
、
薪
境
地
を
開
拓
し
て
国
際
的
に
も

重
要
な
も
の
と
な

る
で
あ
ら
う
。
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